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 （令和８年２月発行） 

自転車安全利用推進員ニュース 

 



 

   

 

※１ 特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両 

※２ 特定小型原動機付自転車及び軽車両 

※３ 自車の進路を変更せずに、前車の側方を通過し、その前車の 

  前に出ること 

 

【違反をした場合】 

 普通車：反則金 7,000 円、基礎点数２点 

 自転車：反則金 5,000 円 
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